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一
、
は
じ
め
に

　

近
年
、
世
界
中
で
非
財
務
情
報
（
記
述
情
報
）
の
開
示

の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
特
に
、
日
本
で
は
、
最
近

数
年
間
で
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
非
財
務
情
報

の
開
示
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
制
度
整
備
が
急
速
に
進
展

し
て
い
る
。
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
に
は
、
改
正
さ
れ

た
「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
」（
以

下
、
開
示
府
令
）、「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
留
意

事
項
に
つ
い
て
（
企
業
内
容
等
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」

（
以
下
、
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
等
が
公
布
・
施
行
さ
れ

た
。
有
価
証
券
報
告
書
等
に
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
考
え
方
及
び
取
組
の
記
載
欄
が
新
設
さ
れ
、
日
本
の
有

価
証
券
報
告
書
提
出
義
務
を
負
う
す
べ
て
の
上
場
企
業

（
日
本
で
上
場
し
て
い
る
外
国
企
業
も
含
め
た
約
四
、
〇

〇
〇
社
）
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
関
係
す
る
「
ガ
バ

ナ
ン
ス
」
及
び
「
リ
ス
ク
管
理
」
に
つ
い
て
必
須
の
事
項

と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、「
戦
略
」
及
び

「
指
標
及
び
目
標
」
は
、
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
記
載
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
二
四
年
三
月

二
九
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

非�

財
務
情
報
の
不
実
開
示
に
対
す
る

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
上
の
課
題

高　
　
　

逸　

薫
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会
）
が
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
適
用
（
案
）、

一
般
開
示
基
準
（
案
）、
気
候
関
連
開
示
基
準
（
案
）
の

三
つ
の
基
準
の
公
開
草
案
を
公
表
し
た
。
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
確

定
基
準
を
二
〇
二
四
年
度
末
ま
で
に
公
表
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
た
め
、
仮
に
確
定
基
準
が
二
〇
二
五
年
三
月

に
公
表
さ
れ
た
場
合
、
三
月
決
算
企
業
で
あ
れ
ば
二
〇
二

五
年
三
月
期
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
か
ら
任
意
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
適
用
義
務
化
の
時
期
や
対
象
企
業
に

つ
い
て
は
、
二
〇
二
四
年
三
月
二
六
日
に
始
動
し
た
金
融

庁
の
金
融
審
議
会
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
と

保
証
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」

（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
Ｗ
Ｇ
）
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
Ｗ
Ｇ
で
は
、「
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
企

業
の
う
ち
、
時
価
総
額
の
大
き
い
企
業
か
ら
順
次
適
用
対

象
を
拡
大
」
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る⑴

。
具
体
的
に

は
、
ⅰ
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
企
業
の
う
ち
時
価
総
額
三
兆

円
以
上
の
企
業
は
二
〇
二
七
年
三
月
期
か
ら
、
時
価
総
額

一
兆
円
以
上
の
企
業
は
二
〇
二
八
年
三
月
期
か
ら
、
も
し

く
は
ⅱ
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
企
業
の
う
ち
時
価
総
額
三
兆

円
以
上
の
企
業
は
二
〇
二
八
年
三
月
期
か
ら
、
時
価
総
額

一
兆
円
以
上
の
企
業
は
二
〇
二
九
年
三
月
期
か
ら
、
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
の
基
準
の
義
務
化
を
開
始
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て

い
る⑵

。

　

他
方
、
有
価
証
券
報
告
書
に
非
財
務
情
報
を
記
載
す
る

際
に
虚
偽
ま
た
は
不
記
載
等
の
不
実
記
載
が
あ
る
場
合
、

現
行
の
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
財
務
情
報
の
不
実
開
示

と
同
様
に
刑
事
処
罰
、
課
徴
金
、
民
事
責
任
の
対
象
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
項
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
非
財
務

情
報
の
記
載
事
項
の
適
正
性
を
確
保
す
る
に
あ
た
り
、
財

務
情
報
と
は
異
な
る
特
殊
性
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
非
財
務
情
報
の
不
実
開
示
が
あ
る
場
合
、
財
務
情
報

の
不
実
開
示
と
同
じ
方
法
で
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
す
べ

き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
以

下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
確
認
し
、
今
後
の
方
向
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性
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
す
る
。

二�
、
非
財
務
情
報
の
不
実
開
示
問
題
の

特
殊
性

　

非
財
務
情
報
と
は
、
一
般
に
、
法
定
開
示
書
類
（
有
価

証
券
報
告
書
等
）
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
情
報
の
う
ち
、

金
融
商
品
取
引
法
第
一
九
三
条
の
二
が
規
定
す
る
「
財
務

計
算
に
関
す
る
書
類
」
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
財
務
情
報

以
外
の
情
報
を
指
す
。
具
体
例
と
し
て
は
、
有
価
証
券
報

告
書
に
お
け
る
非
財
務
情
報
の
記
載
項
目
と
し
て
、
①
企

業
の
概
況
（
従
業
員
の
状
況
な
ど
）、
②
事
業
の
状
況

（
経
営
方
針
、
経
営
環
境
及
び
対
処
す
べ
き
課
題
等
、
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え
方
及
び
取
組
な
ど
）、

③
設
備
の
状
況
（
設
備
投
資
等
の
概
要
な
ど
）、
④
提
出

会
社
の
状
況
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
等

な
ど
）
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
非
財
務
情
報
の
場
合
、
財
務
情
報
と
は
異

な
り
、
そ
の
内
容
を
数
値
化
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
財
務

情
報
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
が
不
明
な
事

実
状
態
に
関
す
る
記
載
や
、
経
営
者
の
事
業
に
対
す
る
認

識
や
分
析
、
意
見
、
将
来
に
対
す
る
予
測
情
報
ま
で
、
多

岐
に
わ
た
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
何
よ
り
も

非
財
務
情
報
は
、
各
企
業
の
事
業
内
容
に
よ
っ
て
社
会
や

環
境
な
ど
に
与
え
る
影
響
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
企
業
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
与
え
る
影
響
も
異

な
る
。
こ
う
し
た
特
殊
性
の
た
め
、
開
示
府
令
で
は
抽
象

的
で
原
則
的
な
内
容
の
み
を
規
定
し
、
具
体
的
な
記
載
内

容
に
つ
い
て
は
発
行
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
原
則
的
な

内
容
の
み
を
規
定
し
、
詳
細
な
内
容
を
発
行
者
に
委
任
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
合
わ
せ
た
よ
り
具
体
的

な
開
示
が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
は
投
資
家
の
投
資
判
断
に

も
有
用
な
情
報
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

　

一
方
、
原
則
的
な
内
容
の
み
を
規
定
し
、
具
体
的
な
内
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容
に
つ
い
て
は
発
行
者
の
裁
量
に
任
せ
る
場
合
、
投
資
家

の
投
資
判
断
に
重
要
な
非
財
務
情
報
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
詳
細
に
記
載
し
な
い
場
合
や
、
投
資
家
に
誤
解
を

招
く
よ
う
に
誇
張
し
た
り
、
虚
偽
の
記
載
を
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
非
財
務
情
報
開
示
に
対
し
て
過
度

に
規
制
を
か
け
る
と
、
開
示
に
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
可

能
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
結
果
的
に
投
資
家
に
良
質
の
情
報

を
提
供
で
き
な
く
な
る
た
め
望
ま
し
く
な
い
。
特
に
、
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
に
対
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
た
初

期
で
あ
る
た
め
、
実
務
で
発
生
し
て
い
る
混
乱
を
考
慮
す

れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
適
切
な
非
財
務
情
報
の
開
示
の
た
め
に

は
、
過
度
に
強
す
ぎ
な
い
程
度
の
規
制
は
必
要
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
開
示
の
規
制
方
法
を
大
き
く

二
つ
に
分
け
て
み
る
と
、
事
前
に
開
示
さ
れ
る
情
報
の
内

容
が
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
第
三
者
機
関
に
確
認
を

受
け
保
証
を
受
け
る
方
法
と
、
事
後
的
に
不
適
切
な
開
示

に
対
し
て
一
定
の
責
任
を
負
う
方
法
が
存
在
す
る
。
前
者

に
つ
い
て
は
、
発
行
開
示
に
お
い
て
、
財
務
情
報
は
公
認

会
計
士
や
監
査
法
人
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
非
財
務
情
報
は
引
受
証
券
会
社
が
チ
ェ
ッ

ク
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
継
続
開
示
の
場

合
、
非
財
務
情
報
に
つ
い
て
は
、
公
認
会
計
士
・
監
査
法

人
の
よ
う
な
外
部
の
専
門
家
に
よ
る
適
正
性
の
チ
ェ
ッ
ク

す
る
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
が
存
在
し
な
い
状
況

で
あ
る
。

　

非
財
務
情
報
の
う
ち
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
に
つ

い
て
は
、
第
三
者
保
証
機
関
を
設
立
す
る
た
め
の
議
論
が

本
格
的
に
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
の
制
度
の
導
入
ま

で
に
は
相
当
な
時
間
が
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
非
財
務
情
報
の
不
実
開
示
問
題
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
事
後
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち

刑
事
責
任
、
課
徴
金
処
分
、
民
事
責
任
に
頼
る
し
か
な
い

状
況
で
あ
る
。
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三�

、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
上
の

問
題
①
―
「
重
要
な
事
項
」
の
判
断

　

前
述
の
通
り
、
非
財
務
情
報
の
不
実
開
示
問
題
に
対
応

す
る
た
め
に
は
、
事
後
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
頼

る
し
か
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
財
務
情
報
と
は
異
な
る
非

財
務
情
報
の
特
殊
性
に
よ
り
、
事
後
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
に
も
様
々
な
解
釈
上
の
問
題
が
存
在
す
る
。

　

現
行
の
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
非
財
務
情
報
の
不
実

開
示
が
あ
っ
た
場
合
、
財
務
情
報
の
不
実
開
示
と
同
様

に
、
刑
事
責
任
（
金
商
法
一
九
七
条
一
項
一
号
、
一
九
七

条
の
二
第
六
号
等
）、
課
徴
金
処
分
（
同
法
一
七
二
条
の

二
、
一
七
二
条
の
四
等
）、
民
事
責
任
（
同
法
一
八
条
、

二
一
条
、
二
二
条
等
）
の
対
象
と
な
る
。
刑
事
罰
、
課
徴

金
処
分
、
民
事
責
任
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
「
重
要
な
事

項
」
に
お
け
る
虚
偽
記
載
を
対
象
と
し
て
い
る
。「
重
要

な
事
項
」
と
は
、
記
載
事
項
の
性
質
や
虚
偽
の
程
度
に
お

い
て
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
著
し
く
影
響
を
与
え
る
事

項
ま
た
は
そ
の
記
載
内
容
に
よ
っ
て
投
資
者
の
投
資
判
断

が
変
わ
り
得
る
事
項
と
一
般
的
に
解
釈
さ
れ
る
（
東
京
地

判
令
和
四
年
三
月
三
日
資
料
版
商
事
法
務
四
五
八
号
一
二

三
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
法
定
開
示
書
類
に
虚
偽
記
載
が

あ
っ
て
も
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
著
し
い
影
響
を
与
え

な
い
限
り
、
民
事
・
刑
事
責
任
、
課
徴
金
処
分
の
対
象
と

は
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
財
務
情
報
と
は
異

な
り
、
非
財
務
情
報
の
場
合
、
発
行
者
ご
と
に
重
要
と
判

断
し
て
開
示
し
て
い
る
情
報
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
り
、

一
般
的
に
投
資
家
が
ど
の
よ
う
な
非
財
務
情
報
を
基
に
投

資
判
断
を
し
て
い
る
の
か
が
明
確
で
は
な
い
た
め
、
非
財

務
情
報
の
う
ち
、
ど
の
情
報
が
不
実
開
示
問
題
に
お
い
て

投
資
家
の
投
資
判
断
に
著
し
く
影
響
を
与
え
る
「
重
要
事

項
」
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
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現
に
、
非
財
務
情
報
の
虚
偽
記
載
を
理
由
と
し
た
課
徴

金
処
分
事
例
や
裁
判
例
は
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
不
実

開
示
が
行
わ
れ
た
非
財
務
情
報
が
「
重
要
な
事
項
」
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
解
釈
が
当
該
事
件
の
主
要

な
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
極
め
て
稀
な
判
例
に

お
い
て
も
、
投
資
家
の
投
資
判
断
に
一
般
的
か
つ
抽
象
的

な
影
響
を
与
え
る
事
項
を
「
重
要
事
項
」
と
見
る
の
で
は

な
く
、
具
体
的
か
つ
個
別
的
な
投
資
判
断
に
著
し
く
影
響

を
与
え
る
事
項
を
重
要
事
項
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

批
判
的
な
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る⑶

。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
行
制
度
の
下
で
は
、
非
財
務
情
報
の

虚
偽
記
載
に
対
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
基
準
は
事
案

ご
と
に
異
な
り
、
そ
の
基
準
が
明
確
で
な
い
た
め
、
行
為

者
の
立
場
か
ら
は
予
測
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
予
測
困
難
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
は
萎
縮
効
果

を
生
じ
さ
せ
、
結
果
と
し
て
非
財
務
情
報
の
適
切
な
開
示

と
い
う
政
策
目
標
の
達
成
が
難
し
く
な
る
可
能
性
が
あ

る
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
金
融
庁
は
開
示
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
、
将
来
情
報
に
関
し
て
一
定
の
基

準
を
満
た
せ
ば
虚
偽
記
載
責
任
を
免
れ
る
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
等
に

お
け
る
将
来
情
報
に
つ
い
て
、
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
範

囲
で
具
体
的
な
説
明
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、
結
果
が

異
な
っ
て
も
虚
偽
記
載
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
当
該
説
明
に
は
、
社
内
で
の
合
理
的
な
検

討
が
行
わ
れ
た
旨
を
、
前
提
や
仮
定
と
と
も
に
記
載
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
五-

一

六-

二
）。

　

し
か
し
、
こ
の
金
融
庁
の
立
場
は
、
将
来
情
報
に
限
定

さ
れ
て
お
り
、
ど
の
非
財
務
情
報
が
投
資
家
の
判
断
に
著

し
く
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
の
明
確
な
指
針
は
示
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
問
題
の
完
全
な
解
決
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
全
体
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的
な
非
財
務
情
報
の
中
で
投
資
者
の
投
資
判
断
に
著
し
く

影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
情
報
の
分
類
作
業
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
分
類
作
業
に
お

い
て
は
、
非
財
務
情
報
が
企
業
価
値
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

い
て
多
様
な
議
論
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
当

面
の
間
、
財
務
状
況
に
影
響
を
与
え
る
非
財
務
情
報
は
投

資
判
断
に
著
し
く
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
評
価

し
て
も
良
い
が
、
企
業
の
財
務
状
況
に
与
え
る
影
響
が
不

明
な
情
報
に
つ
い
て
は
、
投
資
判
断
に
著
し
く
影
響
を
与

え
る
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

金
融
庁
の
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
役
割
も
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
金
融
庁
の
証
券
取
引
等
監
視
委
員

会
が
虚
偽
情
報
の
調
査
・
審
査
を
担
当
し
て
い
る
た
め
、

実
務
上
、
虚
偽
情
報
の
内
容
に
応
じ
て
課
徴
金
を
課
さ
な

い
、
ま
た
は
告
発
し
な
い
こ
と
で
過
度
な
萎
縮
効
果
を
防

ぐ
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

四�

、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
上
の

問
題
②

－

民
事
責
任
の
構
造
的
な

問
題
と
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル

　

一
方
、
先
に
説
明
し
た
金
融
庁
の
証
券
取
引
等
監
視
委

員
会
の
裁
量
は
、
刑
事
責
任
と
課
徴
金
処
分
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
非
財
務
情
報
の
不
実
開
示
を
理
由
に
民

事
責
任
を
追
及
す
る
証
券
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
可
能
性
は

依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
虚
偽
記
載
に
よ
る
証
券
訴
訟
の
リ
ス
ク
を

軽
減
す
る
た
め
に
、
米
国
と
英
国
の
場
合
に
は
セ
ー
フ

ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
を
設
け
て
い
る
。
米
国
の
一
九
三
三

年
連
邦
証
券
法
お
よ
び
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
に

は
、
企
業
が
予
測
情
報
を
提
供
す
る
際
に
一
定
の
要
件
を

満
た
せ
ば
、
そ
の
予
測
が
実
際
の
結
果
と
異
な
っ
て
も
法

的
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
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る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
三
三
年
証
券
法
のRule�175

お
よ
び
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
のRule�3b-6

が
該

当
し
、
合
理
的
な
根
拠
と
誠
実
な
説
明
が
含
ま
れ
る
予
測

情
報
が
保
護
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
五
年
に
制
定
さ

れ
た
私
的
証
券
訴
訟
改
革
法
は
、
予
測
情
報
の
免
責
を
明

確
に
し
、
企
業
が
将
来
に
関
す
る
情
報
を
自
由
に
提
供
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
企
業
は
透
明
性

を
維
持
し
つ
つ
も
過
度
な
法
的
訴
訟
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

英
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
第
四
六
三

条
）
に
よ
り
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、
会
社
の
取
締
役
は
、
戦
略
報
告

書
、
取
締
役
報
酬
報
告
書
、
取
締
役
報
告
書
、
お
よ
び

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
声
明
に
虚
偽
ま
た
は
誤
解
を

招
く
記
載
が
あ
っ
た
結
果
、
ま
た
は
記
載
漏
れ
が
あ
っ
た

結
果
と
し
て
会
社
が
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負

う
。
た
だ
し
、
そ
の
記
載
が
虚
偽
ま
た
は
誤
解
を
招
く
も

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
重
要
な
事
実
を
隠
蔽
す
る
意
図

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　

一
方
、
日
本
の
場
合
、
民
事
責
任
に
お
い
て
、
米
国
や

英
国
の
よ
う
な
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
は
ま
だ
存
在

し
な
い
。
先
ほ
ど
の
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
説
明
し
て
い

る
よ
う
に
、
将
来
情
報
に
関
し
て
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ

き
具
体
的
な
説
明
を
行
い
、
開
示
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は

不
実
開
示
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
刑
事
責
任
と
、
行
政
処
分
（
課
徴
金
）
に
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
民
事
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
わ
け
で
な

い
。

　

そ
う
す
る
と
、
将
来
情
報
の
開
示
に
対
す
る
不
必
要
な

民
事
責
任
を
負
わ
な
い
た
め
に
、
日
本
で
も
セ
ー
フ
ハ
ー

バ
ー
・
ル
ー
ル
を
立
法
的
に
導
入
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
不
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

　

ま
ず
、
裁
判
所
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
を
基
準



93―　　―

非財務情報の不実開示に対するエンフォースメント上の課題

に
し
て
、
重
要
な
事
項
に
不
実
開
示
が
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
立
法
的
に
こ
の

よ
う
な
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
を
導
入
す
る
必
要
性

が
高
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
金
融
商
品
取
引
法
上
の
民
事
責
任
の
構
造
上

の
問
題
に
よ
り
、
原
告
と
被
告
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
必
要

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
定
開
示
書
類
の
虚
偽
記
載
を
理

由
に
、
投
資
家
が
発
行
者
又
は
関
係
者
に
民
事
責
任
を
追

及
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
容
易
で
は
な

い
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る

原
告
の
立
場
で
は
、
①
開
示
書
類
の
虚
偽
記
載
を
発
見
す

る
こ
と
が
ま
ず
困
難
で
あ
り
、
②
虚
偽
記
載
と
損
害
の
因

果
関
係
を
立
証
し
、
損
害
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
非
常
に

困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
③
一
般
投
資
家
一
人
当
た
り

の
賠
償
額
が
少
な
い
場
合
が
多
い
た
め
、
訴
訟
を
提
起
す

る
た
め
の
諸
費
用
が
賠
償
額
よ
り
多
く
な
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　

①
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
六
年
改
正
に
よ
り
課

徴
金
制
度
が
導
入
さ
れ
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
課

徴
金
の
執
行
の
た
め
に
開
示
書
類
の
調
査
と
審
査
を
行
っ

て
お
り
、
一
般
投
資
家
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
課
徴
金

賦
課
が
行
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
果
を
利
用

し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②
の
問
題
に
関
し
て
も
、
平
成
一
六
年
改
正
と
平
成
二
六

年
改
正
に
よ
り
損
害
額
の
推
定
規
定
が
導
入
さ
れ
、
立
証

責
任
の
転
換
規
定
、
す
な
わ
ち
、
原
告
は
虚
偽
記
載
等
の

不
実
開
示
の
事
実
の
み
を
主
張
立
証
す
れ
ば
よ
く
、
不
法

行
為
者
（
発
行
者
等
）
の
故
意
・
過
失
、
損
害
額
、
損
害

と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
別
途
立
証
す
る
必
要
が
な
い

（
金
商
法
二
一
条
の
二
）。
そ
の
た
め
、
原
告
は
一
般
的
に

民
法
に
基
づ
い
て
不
法
行
為
責
任
（
民
法
七
〇
九
条
）
を

負
う
場
合
に
比
べ
、
比
較
的
容
易
に
民
事
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
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原
告
が
非
財
務
情
報
の
開
示
（
将
来
に
対
す
る
予
測
）
が

非
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
証
明
責
任
が
再
び
逆
転
し
、

原
告
側
に
過
度
な
負
担
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
特
に
投
資
家
保
護
の
た
め
に
立
証
責
任
の
転
換

規
定
を
設
け
て
い
る
趣
旨
を
考
慮
す
る
と
、
長
期
的
に
第

三
者
保
証
機
関
に
よ
る
事
前
規
制
が
定
着
す
る
ま
で
は
、

原
告
の
立
証
責
任
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
予
測
情
報

に
対
す
る
合
理
的
な
根
拠
を
伴
う
開
示
を
前
提
に
、
限
定

的
に
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
を
運
用
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
限
定
的
な
運

営
の
た
め
に
立
法
的
に
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
を
導

入
す
る
必
要
ま
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
で
は
、
非
財
務
情
報
の
開
示
の
不
実
開
示
を
め
ぐ

る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
確
認
し

た
。
結
論
と
し
て
は
、
ま
ず
長
期
的
に
は
、
非
財
務
情
報

の
不
実
開
示
に
対
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
行
う
に

あ
た
り
、
投
資
家
が
投
資
判
断
を
行
う
上
で
重
要
な
非
財

務
情
報
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
の
類
型
化
の
た

め
の
議
論
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

だ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
よ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
基

準
は
確
定
し
て
い
な
い
が
、
開
示
基
準
が
確
定
さ
れ
次

第
、
具
体
的
な
内
容
に
合
わ
せ
て
、
非
財
務
情
報
の
不
実

開
示
に
対
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
重
要
な

事
項
を
分
類
・
類
型
化
し
、
予
測
可
能
性
を
高
め
る
必
要

が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
民
事
責
任
に
お
い
て
、
一
般
投
資
家
一
人
当

た
り
の
賠
償
額
が
少
な
い
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
存

在
す
る
た
め
、
あ
え
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
ケ
ー
ス
は

多
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
不
実
開
示
の
違
法

性
が
大
き
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
も
同
様
に
提
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起
さ
れ
る
可
能
性
が
常
に
存
在
し
、
略
奪
的
な
投
資
家
に

よ
っ
て
濫
用
的
な
訴
訟
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
原
告
と
被

告
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
、
セ
ー
フ
ハ
ー

バ
ー
・
ル
ー
ル
は
限
定
的
に
運
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
長
期
的
に
は
、
第
三
者
保
証
機
関
の
責
任
を

含
め
、
証
券
取
引
被
害
者
の
損
害
回
復
の
た
め
の
よ
り
根

本
的
な
制
度
の
改
革
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
米
国
の
よ

う
に
証
券
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
し
な
い
日
本
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
個
人
の
賠
償
額
が
少
な
い
場
合

に
個
人
の
民
事
訴
訟
に
頼
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
株

価
の
一
時
的
な
下
落
を
目
標
と
し
勝
訴
を
目
的
と
し
な
い

訴
訟
や
嫌
が
ら
せ
目
的
の
訴
訟
、
経
営
権
紛
争
が
背
景
に

あ
る
訴
訟
な
ど
の
濫
用
的
な
訴
訟
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
投
資
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
特
定
の
機
関

ま
た
は
団
体
が
証
券
取
引
に
お
け
る
違
法
行
為
に
よ
っ
て

一
般
投
資
家
が
被
る
損
害
を
一
定
部
分
補
償
す
る
新
し
い

制
度
を
構
築
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
研
究
と
議

論
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る⑷

。

　

さ
ら
に
、
損
害
賠
償
の
算
定
に
お
い
て
、
非
財
務
情
報

に
よ
る
影
響
と
財
務
情
報
に
よ
る
影
響
を
同
様
に
扱
う
べ

き
か
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
特
に
、
非
財
務
情
報
の
虚
偽
記
載
が
株
価
に
与

え
る
影
響
と
、
財
務
情
報
と
の
違
い
を
明
確
に
し
、
損
害

賠
償
の
算
定
方
法
を
同
一
に
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
注
）

⑴　

一
方
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
市
場
や
グ
ロ
ー
ス
市
場
の
上
場
会
社
に
関

し
て
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
Ｗ
Ｇ
（
第
一
回
）
の
事
務
局
説
明
資

料
に
も
提
案
が
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
が
義
務
化

さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

金
融
審
議
会
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
と
保
証
の
あ
り

方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
第
一
回
）
事
務
局
説
明
資
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料
」（
二
〇
二
四
）
二
八-

二
九
頁
参
照
。

⑶　

梅
本
剛
正
「
非
財
務
情
報
の
虚
偽
記
載
と
二
つ
の
「
重
要
な
事

項
」
の
解
釈
」
証
券
レ
ポ
ー
ト
一
七
四
三
号
（
二
〇
二
四
）
二
一
頁

以
下
。

⑷　

株
主
代
表
訴
訟
の
場
合
は
、
担
保
提
供
の
申
立
て
（
会
社
法
八
四

七
条
の
四
第
二
項
）、
訴
え
却
下
の
申
立
て
等
（
会
社
法
八
四
七
条
一

項
た
だ
し
書
、
同
条
五
項
た
だ
し
書
）
の
濫
用
的
な
訴
訟
へ
の
対
策

が
あ
る
程
度
講
じ
ら
れ
て
い
る
半
面
、
不
実
開
示
に
か
か
る
民
事
責

任
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
今
後
濫

用
的
な
訴
訟
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
参
考
文
献
）

・　

梅
本
剛
正
「
非
財
務
情
報
の
虚
偽
記
載
と
二
つ
の
「
重
要
な
事

項
」
の
解
釈
」
証
券
レ
ポ
ー
ト
一
七
四
三
号
（
二
〇
二
四
）

・　

川
島
い
づ
み
「
非
財
務
情
報
に
関
す
る
開
示
規
制
の
高
度
化-

イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｔ
Ｃ
Ｆ
Ｄ
提
言
に
沿
っ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情

報
等
の
開
示
法
制
」
早
稲
田
社
会
科
学
総
合
研
究
第
二
〇
巻
第
一
号

（
二
〇
二
二
）

・　

藤
津
康
彦=

金
丸
由
美=

近
藤
武
尊
「
近
時
の
証
券
訴
訟
に
お
け

る
法
的
論
点
⑵
非
財
務
情
報
の
虚
偽
記
載
等
」
旬
刊
商
事
法
務
二
三

五
一
号
（
二
〇
二
四
）

・　

A
isha�I.�Saad�&

�D
iane�Strauss,�T

he�N
ew
�ʻReasonable�

Investorʼ�and�Changing�Frontiers�of�M
ateriality:�Increas�

ing�Investor�Reliance�on�ESG�D
isclosures�and�Im

plications�
for�Securities�Litigation,�2�Berkeley�Bus.�L.J.�1�7�（2020

）

・　

A
neil�K

ovvali,�ESG�and�Securities�Litigation:�A
�Basic�

Contradiction,�6�D
uke�L.J.�7�3

（2024

）

（
コ
ウ
　
イ
ル
フ
ン
・
当
研
究
所
研
究
員
）


